
72（セブンツー）ゴルフ 利用規約 
 

　本規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社ASメディカルサポート（以下「当社」といいま
す。）が運営する72（セブンツー）ゴルフ（以下「本施設」といいます。）における、インドアゴルフ練
習場および付随サービス（以下「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。本
サービスの利用者（以下「会員」といいます。）は、本規約に同意のうえ利用するものとします。 

 

 

第1条（定義） 
1.​ 「会員」とは、当施設所定の方法により入会手続きを完了し、月額料金または都度利用

料金を支払うことで本サービスを利用する者をいいます。 
2.​ 「ビジター」とは、会員に同伴して当施設を利用する者をいいます。 
3.​ 「個別規定」とは、プラン別のルール、施設利用ルール、キャンペーン利用条件等を指

し、本規約の一部を構成します。 

 

第2条（入会） 
1.​ 本サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法により入会申込を行い、当社が承

認した時点で入会となります。 
2.​ 入会金・月会費・都度利用料金その他必要料金は、当社が定める料金表によります。 
3.​ 申込内容に虚偽・不備があった場合、当社は入会を承認しないことがあります。 

 

第3条（会員資格・利用資格） 
以下に該当する者は当施設を利用できません。利用開始後に判明した場合も同様とします。 

1.​ 刺青・タトゥーのある方 
2.​ 暴力団その他反社会的勢力に属する方、または当社がこれに準ずると判断した方 
3.​ 医師等により運動を禁じられている方、妊娠中の方 
4.​ 伝染病その他他者に感染するおそれのある疾病を有する方 
5.​ 飲酒により施設利用が危険と判断される状態の方 
6.​ 当施設の運営に支障をきたすおそれがあると当社が判断した方 
7.​ 施設利用に必要な同意事項に同意しない方 

 

 



 

 

第4条（サービス内容） 
1.​ 本施設は、シミュレーションゴルフを中心とした施設利用サービスを提供します。 
2.​ ゴルフレッスンは現在休止中ですが、再開する場合には当社が定める条件に従い提供さ

れます。 

 

第5条（遵守事項・禁止事項） 
1.​ 会員は本規約、個別規定、利用案内、スタッフの指示に従うものとします。 
2.​ 施設・機器の利用にあたっては、定められたルールおよびマナーに従うものとします。 
3.​ 会員は当施設内で営利活動・営業行為（パーソナルレッスンの提供等）を行ってはなりま

せん。 
4.​ 会員は、以下の行為を行ってはなりません。​

 
○​ 施設・機材の破損につながる行為 
○​ 他の利用者への迷惑行為 
○​ 無断での施設の営利利用、撮影、配信等 
○​ 当社の承諾なく他人を施設へ入場させる行為 
○​ その他、当社が不適当と判断する行為 

 

第6条（入場の禁止および退場） 
当社は、会員が以下に該当する場合、入場拒否または退場を指示できます。 

1.​ 本規約および個別規定に違反した場合 
2.​ 第3条の利用資格に違反している場合 
3.​ 他会員やスタッフに対する迷惑行為がある場合 
4.​ 当施設内を無断で撮影した場合 
5.​ 当社が不適当と判断した場合 

 

第7条（会員情報の変更） 
1.​ 住所、連絡先、決済情報等に変更が生じた場合、会員は速やかに当社へ届け出るもの

とします。 
2.​ 届出がなされなかったことにより会員に不利益または損害が生じても、当社は一切責任

を負いません。 

 



 

 

第8条（休会） 
1.​ 会員は、毎月末日までに所定の休会届を提出することで、翌々月1日から休会できます。 
2.​ 休会期間は最長3ヶ月とし、期間経過後は自動復会となり、会費が発生いたします。 

 

第9条（退会・中途解約） 
1.​ 会員は、毎月末日までに退会届を提出することで、翌々月1日付で退会することができま

す。 
2.​ 退会届が受領されるまで月会費等の支払い義務は継続します。 
3.​ 月途中での退会による日割り精算は行わず、既納会費は返還されません。 
4.​ 会費等を1ヶ月以上滞納した場合、当社は退会扱いとし、滞納分は指定方法により支払

うものとします。 

 

第10条（会員資格の停止・除名・強制退会） 
当社は、会員が以下に該当する場合、事前通知なく会員資格を停止または除名・強制退会でき
ます。 

1.​ 本規約に違反した場合 
2.​ 料金の滞納が発生した場合 
3.​ 不正行為、迷惑行為があった場合 
4.​ その他、当社が会員として不適切と判断した場合 

除名・強制退会となった場合、既に支払われた会費等は返還されません。 

 

第11条（会員資格の譲渡禁止） 
会員資格は本人限りとし、譲渡・相続その他承継することはできません。 

 

第12条（入会金・会費・利用料金） 
1.​ 入会金は当社が定める金額とし、返還されません。 
2.​ 月会費は当社が定める金額とし、既納会費は理由の如何を問わず返還されません。 
3.​ 利用の有無にかかわらず、退会月までの会費を支払うものとします。 
4.​ 都度利用の場合、当社が定める利用料を利用の都度支払うものとします。 



 

第13条（支払方法および支払時期） 
1.​ クレジットカード決済：初回は申込時、翌月以降は毎月20日に自動決済します。 
2.​ 口座振替：毎月10日締め、当月27日に引き落とします。 
3.​ 現金：利用時に支払います。 

 

第14条（料金改定） 
当社は会費・利用料等を改定でき、改定の場合は1ヶ月前までに館内掲示等で告知します。 

 

第15条（営業日・営業時間） 
当施設の営業日・営業時間は別途定めます。 

 

第16条（施設利用の制限） 
当社は必要に応じ、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。これに伴う会費の
減免は行いません。 

 

第17条（ビジター利用） 
1.​ 会員は所定の人数に限りビジターを同伴できます。ただしビジターは打席を利用できませ

ん。 
2.​ ビジターが第6条に該当する場合は入場を禁止します。 
3.​ ビジターによる損害については同伴した会員が連帯責任を負います。 

 

 

第18条（休業） 
当社は以下の場合、施設を休業できます。 

1.​ 天災・災害・気象状況等やむを得ない事情 
2.​ 施設の点検・補修・改修 
3.​ 法令・行政指導・社会情勢の変化 
4.​ 年末年始・夏季等、当社が必要と認める場合 



 

第19条（賠償責任・免責） 
1.​ 当施設内での紛失・盗難・事故等について、当社は一切の責任を負いません。ただし当

社の過失による場合は、12ヶ月分の月会費を上限とします。 
2.​ 会員またはビジターが当施設または第三者に損害を与えた場合、当該者は速やかに賠

償するものとします。 

 

第20条（施設解散・サービス変更） 
1.​ 当社はやむを得ない事情がある場合、3ヶ月前の予告をもって施設を解散できます。 
2.​ 天災・公権力の命令その他不可抗力の場合、予告期間を短縮できます。 
3.​ 解散時の特別補償は行いません。 
4.​ 会員への事前通知により、サービス内容・利用条件を変更・中断・終了することがありま

す。 

 

第21条（個人情報の取り扱い） 
当社は個人情報を適切に管理し、利用目的の範囲内で取り扱います。詳細は「プライバシーポリ
シー」に定めます。 

 

第22条（規約の改定） 
当社は必要に応じ、本規約を変更できます。変更後の規約は、公式サイトまたは館内掲示により
告知した時点で効力を生じます。 

 

第23条（準拠法および管轄） 
本規約は日本法に準拠し、本サービスに関して紛争が生じた場合、福岡地方裁判所を専属的合
意管轄裁判所とします。 
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